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開会時刻 午後１時 

 

 ただいまから、令和元年第１４回教育委員会定例会を開催します。 

本日は、４名の方から傍聴のお申し出がありますが、許可してよろしいで

しょうか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

 それでは、傍聴人の方の入室を許可します。 

 

〔傍聴人入室〕 

 

 日程第１、署名委員を決定します。古巻委員と石井委員にお願いします。 

 続いて、日程第２、議案の審議にまいります。 

 はじめに、第２８号議案、令和２年度中学校教科用図書の採択についてを

議題とします。令和２年度に江戸川区立中学校で使用する特別の教科道徳以

外の教科用図書の選定について、事務局から説明をお願いします。 

 

 教育委員の皆様には、平成２７年度の選定の際に使用した見本と、今年度

送付されてまいりましたものの内容に変更がないことを、既にご確認いただ

いております。 

よって、第１０回教育委員会定例会におきまして、江戸川区立学校教科用

図書採択要綱第７条に基づき、採択のための組織や手続きを簡略化すること

が決定していることを、再度確認させていただきます。 

 教育委員の皆様には、平成２７年度採択時の教科用図書選定資料検討委員

会からの選定資料及び各学校からの調査研究報告書と今年度の６月１日から

２８日まで開催した区立図書館での特別展示会、法定展示会にて区民等から

寄せられた意見を参考としてご覧いただいております。 

 それでは、教育委員の皆様が資料をもとに検討された結果を踏まえ、ご審

議をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

  

中学校につきましては、令和３年度から新学習指導要領が全面実施となる

中で、教科書も新しくなります。よって、今回採択する教科書は、移行措置

期間である令和２年度の１年間のみの使用となります。いかがでしょうか。 

  



 No. 2  

江戸川区教育委員会議事録用紙 

古 巻 委 員 

 

 

 

教 育 長 

 

 

 

上 野 委 員 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

 

古 巻 委 員 

 

 

 

 

 

 

上 野 委 員 

 

 

 

 

蓮 沼 委 員 

 

 

 

 

石 井 委 員 

 今年度、新たな教科書を選定するということは、次の年の検定教科書の内

容によっては、また違う教科書を採択するという、そういう形になると思い

ますが、そういう可能性があるということでしょうか。 

 

 そういう可能性もあります。江戸川区の子どもたちが使用する教科書です

ので、必要であればその都度、教科書を変更していくこともあると考えてお

ります。 

 

それはそうだと思うのですけれども、平成２７年度に採択したものと、記

述や内容が大きく変わっているようであれば、生徒の学習や教員による指導

に影響しますので、教科書の変更も必要であると思いますが、今回、比較、

精査いたしましても、そのようなところはないと思います。 

 

私も、平成２７年度に使用した見本本と今回送付されましたものを、内容

面を中心に比較をしたところ、内容に大きな変化はないように思いました。

皆さん、いかがでしょうか。 

 

２年生の国語の教科書ですが、枕草子の清少納言の「清」の字ですね。清

いという字の由来について、姓名の「姓である清原に由来して」という表記

が、今回は、「父が清原氏であることに由来して」というふうに、よりわかり

やすい表現に変更されておりましたけども、内容そのものには大きな変更が

ありません。読み物の教材についても、大きく変わるところがないので、こ

のままでよいのではないかと思いました。 

 

地理の教科書では、「ＥＵがアメリカ合衆国を上まわり」が、「ＥＵがアメ

リカ合衆国と肩を並べる」と変更されていますが、これは、この４年間の国

際社会情勢の変化が反映されていることでありますので、大きな変更ではご

ざいませんね。 

 

同じように、公民の教科書では、国民投票についての記述があるわけです

けど、この４年間で選挙権も２０歳から１８歳にシフトされている中で、国

民の投票と変更されていたわけですけども、内容には大きな変更がないとい

うことで確認しています。 

 

私も同感でございます。私自身は、数学と理科、そして英語の教科書を比
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較しましたけれども、変更箇所はございませんでした。どの教科書も社会の

変化などに伴って変更された事実に関する記載の変更のみでありまして、内

容には大きな変更がないことを確認いたしました。 

 

ありがとうございます。そうなりますと、あとは生徒の学習とか、また教

員の指導に、この教科書で不都合が生じるかどうかということを論点にして

協議する必要があるかと思いますけれども、その点いかがでしょうか。 

 

実際に、生徒は今年まで現在の教科書を使っているわけです。その教科書

に慣れてきているということですね。例えば、数学の教科書では、一番大事

な思考力、判断力、表現力などを高めるためのものが、ノートのとり方とか、

学びの方法もヒントとして出ていて、とても丁寧に示されているということ

で、生徒が主体的に、あるいは意欲的に学習を進めることができている。そ

のように報告も受けています。 

 

私も、前回の採択の際に、生徒が話合いを行いやすい工夫がされているか

という点ですとか、指導する教員が扱いやすいかどうかについて、十分に検

討を重ねたことを覚えております。生徒は、現在の教科書を使用した学習の

流れというものが身に付いているはずだと思っております。 

 

話合いだけではなく、既に学んだことの活用のしやすさについても重視し

たことを覚えています。生徒が学び直しがしやすいかという視点でも検討し

ました。 

 

 今、上野委員がおっしゃったことは、大変大事なことだと思います。やは

り、生徒が学習の見通しをもったり、自分で能動的に教科書を活用したりす

ることは大変大事だと、そういうふうに思います。 

 

 平成２７年度の採択は、このような視点をもって十分に協議を行い、それ

ぞれ適切な教科書を選んだことを覚えています。 

 

ありがとうございます。今、各委員さんからご意見頂戴しました。ただい

まの意見では、教科書を使用する生徒側からの視点が多かったように思いま

すけれども、今度は指導する教員側からの視点で考えると、いかがでしょう

か。 
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 教員のほうは、やはり、わかりやすい授業を行うために、今まで使ってき

た教科書の単元配列、あるいは、内容ごとに計画を立てたり、教材準備を行

ったりしているのが実態だと思います。さらに、今年度は新学習指導要領の

全面実施に向けた移行期間の２年目ということで、教員も新学習指導要領を、

忙しい中でありますけどもしっかりと読み込んで、主体的・対話的で深い学

びの視点による授業改善に向けて、どの学校も研究を進めているところです。

指導については、変えたりすると混乱が生じる可能性があり、その辺も心配

なところです。 

 

 私も今の蓮沼委員のご意見と同じなのですけども、やっぱり、教科書が変

わって、それを使用する教員側にも混乱が生じる、そういう可能性があるこ

とによって、生徒と向き合う時間に影響が出ないか、そういうことを非常に

私は懸念というか心配をします。ですから、教員、教える側は、もっと気持

ちのゆとりといいますか、そういうものをしっかりともって生徒に接してい

く。そういう意味からは、変える必要がないと思います。 

 

 ありがとうございます。これまでのご意見を伺いますと、来年度は、今ま

での指導計画とか指導方法を生かして、生徒に寄り添った授業にしていくと

いう考えということでよろしいでしょうか。 

 

 そのとおりだと思います。今ある指導計画をさらに充実させていただきま

して、生徒と向き合う時間の確保、また、さらには、新学習指導要領の全面

実施に向けた日々の授業改善、こういうものに積極的に教員には力を注いで

ほしいと思います。 

 

 そのとおりだと思います。先ほどから申していますように、教科書の内容

に大きな変更がございませんので、同じ教科書を使用したほうが、生徒や教

員は、よりゆとりをもった、かつ能動的な学習を進めることができると思い

ます。 

 

 ありがとうございます。これまで皆さん方の意見を伺っておりますと、今

回、教科書を変更するということは、生徒、そして教員にとりまして、さほ

ど意味のあることではないというような意見になりますが、いかがでしょう、

それでよろしいでしょうか。 
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 私、平成２７年度の採択には関係しなかったのですけども、平成２７年度

に採択されたときの教科用図書選定資料検討委員会からの選定資料や各学校

からの調査研究報告書、今年度、区民等から寄せられたご意見、そういうも

のを改めて参考とさせていただきました。私も教科書を見比べながら、先ほ

どの清少納言じゃないですけども、確認をしました。平成２７年度とは大き

な差もないし、採択には異論はないということで、今回はそのままでよいと

思います。 

 

 私も、古巻委員同様、前回の採択時には関わっていなかったのですけども、

今回、一通り大事な資料に目を通させていただきました。そういったものを

しっかり見ながら、やはり、どうして今の教科書が使われているのか、採択

されているのか十分に理解したつもりです。 

 

 ありがとうございます。よろしいでしょうか。 

 それでは、皆さんからの意見をまとめますと、来年度も今年度と同じ教科

書を引き続き使用することが、生徒、そして教員にとって最もよい方向であ

るというふうに考えますけれども、いかがでしょうか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

 それでは、今年度と同じ教科書を引き続き来年度も使用することといたし

ます。 

 以上で、令和２年度に使用する特別の教科道徳以外の中学校教科用図書の

採択を終了します。 

 次に、第２９号議案、令和２年度小・中学校特別支援学級における教科用

図書の採択についてを議題とします。事務局から説明をお願いします。 

 

 それでは、令和２年度小・中学校特別支援学級における教科用図書の採択

につきまして、ご説明を申し上げます。 

 そもそも、まず小・中学校における特別支援学級、知的障害特別支援学級、

固定の学級でございますが、こちらは、通常の学級と同様に文部科学省が検

定をした教科書、いわゆる検定本と申しますが、その検定本の当該学年の教

科書を使用することを原則としています。しかしながら、児童・生徒の障害

の種類、程度、あるいは能力・特性に応じて、実際の学年よりも下の学年の

検定教科書を使用したり、文部科学省が特別支援学校用に作成した図書、い
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わゆる☆本と言われているものでございますが、こちらや、さらには、一般

図書を教科書として使用することを校長からの指示に基づき教育委員会が決

定できることとなってございます。 

 資料をお示しいたしました。小・中学校における使用教科書の採択につい

てというこの資料でございますが、中をお開きいただきますと、小学校設置

校１４校、中学校設置校９校、それぞれ来年度使用する教科書の一覧をお示

ししてございますが、これが各学校から提出されたリストでございます。今

回、全ての学校が通常の学級と同じ教科書を使用する検定のみの区分で申請

をしてございます。 

 なお、一部中学校に設置されている特別支援学級の９校のリストの道徳の

欄でございますが、こちらは既に教科書名が入ってございますのは、昨年度

採択された道徳の教科書を継続して使用することになってございます。その

ためのものでございます。小学校につきましては、まだ教科書が採択されて

ございませんので、発行者名は記載されてございません。 

 以上、各学校から提出されたリストに基づき、来年度使用する教科書を検

定のみということで、この申請どおりでの採択でよろしいか、ご審議をお願

いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

 ありがとうございます。ただいまの件につきまして、何かご質問、ご意見

はありますでしょうか。いかがでしょうか。 

 

 私は特別にありません。これで採択します。 

 

 それこそ、先ほどの中学校の採択ではございませんけども、ここの一部の

み変えても、逆に混乱を起こすのではないかという気がいたしますので、こ

れで結構だと思います。 

 

 同じく賛成です。 

  

 私も、基本、賛成なのですが、前回のことを思い出しますと、特に中学校

で学年を下げて教科書を使うというような学校があったと思うのですが、そ

ういう学校が、そうではなくて当該年の教科書を使うということにされた、

そこら辺の何か細かな理由というのがありましたら教えてください。 

 

 まず一つには、生徒の実態というところがございます。下学年の教科書を
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使用することが適切な生徒の実態ということと、今回につきましては、実際

に当該学年の教科書を使用することが適切であろうということでございま

す。 

 

 よろしいでしょうか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

 他になければ、第２９号議案は原案のとおり決定してよろしいでしょうか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

 それでは、このとおり決定いたします。 

 次に、第３０号議案、江戸川区立中学校における文化部活動の方針（案）

についてを議題とします。事務局から説明をお願いします。 

 

 それでは、江戸川区立中学校における文化部活動の方針（案）をごらんい

ただければと思います。 

 資料を用意させていただきました。表紙をおめくりいただきまして、表紙

の裏にあります、策定の趣旨というところの後段、「そこで」というところで

ございますが、江戸川区では、江戸川区立中学校における運動部活動の方針

を昨年度１０月に決定いたしました。これを令和元年度から実際に運用して

ございますが、令和元年度は、「文化部活動についても運動部活動の方針に準

じて活動してください」ということで、実際に中学校には示してございまし

た。 

 しかしながら、国が文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライン、

また、東京都が文化部活動の在り方に関する方針をそれぞれ策定したことか

ら、これらを参考に、江戸川区立中学校における文化部活動の方針を策定す

ることといたしました。 

 内容につきましては、基本的に運動部活動の活動方針にならって策定をし

てございますが、２点ほど変わったところがございますので、そこについて

ご説明をさせていただきます。 

 ６ページをお開きください。 

 適切な休養日等の設定という中の四角囲みのところでございますけれど

も、活動時間というふうに示してございます。運動部活動の方針では、まず、



 No. 8  

江戸川区教育委員会議事録用紙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１日の活動時間は、平日では長くとも２時間程度。準備・片付けを含めて３

時間を超えない。また、週休日及び長期休業日は、長くとも３時間程度とす

る。準備・片付けを含めて４時間を超えない。さらに、朝活動を含めて１６

時間を超えない。準備・片付けを含めて１６時間を超えないという形で示し

ておりました。 

 今般、この中に、文化部活動については、「特に朝活動を含め１週間の活動

時間は１１時間を基本とし、準備・片付けの時間を含めて１６時間を超えな

い」と記載させていただきました。 

この理由でございますが、７ページをごらんください。※４のところでご

ざいます。 

学校教育法施行規則に定められている中学校の各学年の年間標準授業時数

を、学習指導要領に示された年間の授業時数に照らして１週間当たりに換算

する。つまり、法規上、中学校の授業時数を１週間当たりに換算すると、２

９単位時間となります。これは、１単位時間は５０分ということで計算する

と、２４時間１０分に当たるということでございます。 

一方、スポーツ庁が示した、中学校の文化部活動の１週間の活動時間が１

４時間を超えると回答した割合が４２％、２１時間を超えると回答した割合

が２１．７％であり、学校教育の教育活動の中心である教育課程内の活動と

比べて、部活動の時間がそれらに匹敵するほど長時間になってしまっている

というような実態が一部あるということでございました。 

これによって、生徒の負担等の観点から、適切でないこうした問題なども

踏まえ、東京都教育委員会が示したガイドラインにおいては、１週間当たり、

長くとも１１時間程度となる文化部活動の活動時間の基準を定めたとされて

ございます。 

江戸川区といたしましても、この東京都教育委員会のガイドラインを踏ま

え、文化部活動について、１週間の活動時間は１１時間を基本とするという

ことを明記し、全体としては、運動部活動との整合性を保つ意味で、準備・

片付けを含めて１６時間を超えないというふうに、記載させていただきまし

た。 

さらに、９ページをごらんください。 

学校単位で参加する大会等の見直しというところで、方針の②でございま

すが、校長は、週末等に開催される様々な大会等に参加することによって、

生徒や文化部顧問の過度な負担とならないよう、教育上の意義や区が示す目

安等を考慮し、参加する大会等を精査するというふうに記載させていただき

ました。これについては、運動部活動についても同じでございます。 
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しかしながら、文化部活動の特色、あるいは、地域の行事等への参加の状

況等を考えますと、一概にこうしたものがそれぞれの部活動を制限する、ひ

いては、学校の教育活動を制限するようなことにつながってはならないとい

うことも考慮いたしまして、イの区教育委員会の取組みの中の①でございま

す、「区教育委員会は、各学校の文化部が参加する大会等の全体像を把握し、

各文化部が参加する大会等の数を多くとも月１回程度、年間にして１２回程

度を目安として設定をする」とさせていただきました。当然、時期によって

は、こういった部活動への参加の要請が多くなる月もございますし、また、

時期によっては、そうした活動、要請が全くないという月もございます。 

こうしたことを踏まえて、月１回程度、年間にして１２回程度ということ

を目安として設定をするということでございます。この点が文化部活動の活

動指針、方針を示したときに、運動部活動のところと若干変更されている点

でございます。 

１０ページをごらんください。 

今後の予定でございます。本日、７月２３日、この教育委員会におきまし

て、方針（案）をご提示し、ご審議いただきます。また、９月１日から１４

日には、意見公募を行いまして、区民からの意見を聴取したいというふうに

考えてございます。９月２７日には第３回文化部活動在り方検討委員会にお

きまして、公募意見の反映内容と回答の確認、文化部活動の方針（案）の修

正等を行い、１０月１１日の教育委員会で方針の決定についてご審議をいた

だく予定でございます。ご審議いただいた結果、１０月１５日から方針を各

学校に周知していくというような形で進めてまいりたいと考えております。 

私からの説明は以上でございます。 

 

ありがとうございます。ただいまの説明につきまして、何かご質問、ご意

見、ございますでしょうか。 

 

２ページなのですが、方針の中の①の１行目で、「校長は、生徒や教師の人

数を踏まえ、適正な数の文化部を設置する」という、適正な数というのは、

大体常識的なところから考えるとどのくらいなのですか。 

 

具体的に何部という形での適正な数というよりも、例えば、吹奏楽部であ

ったり、演劇部であったり、その活動の内容と活動に必要な人数等々を考慮

して、その活動が十分、生徒の文化的な活動として適切な範囲で行えるかど

うかということを考慮していただきたいということでございます。 
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これは、私が中学・高校時代には、いわゆる部までいかないようなのが、

同好会ということでありました。その辺の考え方というのはどうなのでしょ

うか。 

 

 今、現状において、各学校において、生徒のそういった自主的、自発的な

活動としての部という観点でいえば、存在しているのは全て部活動でござい

ます。同好会としては存在してございません。 

 

 変な言い方ですけど、公認もされていないというか、学校側から認めると

かというようなことも余りないのですかね、今は。どうなのでしょう。 

 

 当然、生徒の活動ということになれば、そこに、教育活動として、学校と

しての指導監督の責任が生じてまいりますので、公認していない形での活動

というのは存在しません。 

 

 そもそも、部活動というのは、やはり、社会性を育むということで、とて

もすばらしいものだと思うのですけども、やはり、これまでの経緯の中では、

教員の負担、生徒の過度な負担の問題がある。中には一生懸命やる先生で、

勝利至上主義に走ってしまう、あるいは、体罰の問題も含めてブラック部活

と言われるときもありますけども、やっぱり業務の負担を減らすということ

が一つの大きな目的になってくるわけで、そういう点ではとてもすばらしい

取組み、今、やっぱりやっていかなくてはいけないものなのかなと思います。  

 ただ、温度差があって、毎月１回程度で１２回というのは、大体、吹奏楽

部を想定しているのかなということで、吹奏楽部のほうはコンクールがあっ

たり、あるいは、地域行事に出たり、地域まつりに出たりというふうなこと

も含めて、私はやむを得ないかなと思っています。ただ、どうしても大会前

になると仕上げるので、朝早く登校したり、遅くまでやったり、ときには近

所から夜うるさいとかという苦情が来ることもあるのですけども、その辺の

バランスといいますか、程度問題だと思うし、教員のほうもしっかり一人ひ

とりに、みんな同じじゃないので、体力もある子どももいれば、そうでもな

いお子さんもいるので、そのあたりのところを配慮しながらやれるというと

ころでは、少し計画的に、計画書も出してもらうというところで、私はいい

のかなと思います。 

 あとは、やはり学校規模によって違うのですけども、複数顧問制ですね。

必ず二人は顧問を配置してやっていただいて、プラス地域の方の外部指導員
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であるとか、そういったところで人を有効に活用してやっていただければい

いと思います。 

 

 まず、３ページの教育委員会の取組み、方針というところでお伺いしてお

きたいのですが、①の外部指導員を積極的に学校に配置するというときは、

それは前もって、もちろん、こうこうこういう人をお願いしますということ

でもって、学校と相談をされる、あるいは、学校からこういう人を指導員と

して受け入れたいというような、総合的な話合いがあるという、そういう理

解でよろしいでしょうか。 

 

 おっしゃるとおりです。 

 

 ありがとうございます。その上で、外部指導員の方、実際には非常に中心

的になって頑張っていただける方かなと思います。その方への部活動の指導

に対する研修といいましょうか、そういうものってどうなっているのでしょ

うか。 

 

 まず、外部指導員につきましては、指導に対する補助的な役割を果たす有

償ボランティアとして指導をお願いするものでございます。また、今ご指摘

いただいたところの②でございますけれども、一方で部活動指導員という指

導員もございます。こちらにつきましては、学校教育法の施行規則第７８条

に基づいて、部活動の指導にかかわる具体的な校長の命を受けて活動を指導

する人員、スタッフということでございます。この両者につきまして、教育

委員会といたしましては、各学校に配置する前、あるいは配置する際に、部

活動の意義、あるいは活動の方針、活動の内容等のことについて研修会を行

い、参加を促すものでございます。 

 

 ありがとうございます。すみません。もう一点、よろしいでしょうか。 

 ９ページの学校単位で参加する大会等の見直しのところなのですけれど

も、イの区教育委員会の取組みで、②「区教育委員会は、大会等の統廃合等

を主催者に要請する」という文言がありまして、これは、具体的なところを

睨んでいるように見える文面なのですが。いくつかお考えというか、そうい

うことがあるのでしょうか。 

 

 現状としては、何か具体的なものを想定してということではございません。
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ただ、実際に主催者が同じであって、複数の大会が実施されていたり、ある

いは、下部大会から上部大会にだんだん上がっていくような大会、こういっ

たものについて、なるべく簡素化、効率化を図っていただきたいという部分

があれば、その辺の見直し等を依頼していくということでございます。 

 

 ありがとうございます。一方では、もともとこういう背景ででき上がって

きたという歴史的なところもあろうかなと思いますので、要請が余り強くな

り過ぎないように、いろいろとお考えいただきながらやっていただければと

思います。 

 

 まず、一番最初のほうの策定の趣旨のところですけども、今回は文化部活

動の方針策定の趣旨ですけども、ここの最初のほうに、「中学校の文化部活動

は、生徒の自主的、自発的な参加によって行われ、芸術文化等の活動に親し

むとともに学習意欲の向上や責任感、連帯感の涵養等、学校教育が目指す資

質・能力の育成に資するもの」。これはそのとおり。「しかしながら、生徒に

おいては、連日または長時間にわたる活動などによって、十分に休養がとれ

ないために、心身の健康を害するなどの問題もみられます」。これは一つの、

まず問題ですね。 

 それから、もう一つは、今度は「教育等に関わる課題は複雑化・多様化し、

教師の長時間労働の改善が急務となっています」。そういう意味で、「文化部

活動も、従前と同様の運営体制では維持が難しくなってきています。そこで」

云々ということになっていますが、これ、両面からの問題点、そのとおりだ

と思うのですが、たしかこの前の運動部の活動方針策定のときも論点は変わ

らないですね。先ほど、文化部と運動部の違いを二つ指摘してもらいました

から、それはそれなりにいいのですけれども、その点は別として、運動部も

文化部も本質的な問題点は変わらないのじゃないかというふうな認識でよろ

しいですか。 

 

 委員ご指摘のとおりでございます。 

 

 それから、文化庁や東京都のほうからもいろいろ示されていると思うので

すけども、最後のページは、江戸川区立中学校における文化部活動の在り方

検討委員会設置要綱ですね。この設置の規程について、全体のことで確認し

ますけど、第１条に、「文化部活動の在り方検討委員会（以下、「委員会」と

いう。）を設置する」ということで、検討委員会と今回出てくるのは、この委
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員会をいいますよね。 

 

 この委員会というのは、検討委員会といいまして、これは学校長並びに関

係の顧問等から成る検討委員会を、１０ページの在り方検討委員会の検討結

果のところで示させていただきましたが、６月２４日に発足し、検討を進め

ている委員会のことを差して委員会と書かせていただいております。 

 

 それで、この検討委員会は、次に掲げる事項について検討し、教育長に報

告するというようなことで書いてありますが、その次の構成が、今言った江

戸川区立中学校の校長会代表、教育推進課長、指導室長、指導室統括指導主

事。この四つから選ばれているのですね。その他にはないですね。 

 それから、あと、４条の委員の任期。これはこれでいいでしょう。５条は、

これも委員長の招集ね。それから、８条に、「この要綱に定めるもののほか、

委員会の運営に関し必要な事項は、指導室長が別に定める。」こういうふうに

書かれていますね。 

 それで、その前のページの１０ページのほうの欄を見ると、１０ページの

表の中で、今現在、この検討案の我々、教育委員会での文化部活動の方針（案）

を協議・決定しようとしていますね。さらに、最終的に我々、教育委員会と

しての責務といいますか、これは文化部活動の方針決定というふうに決定ま

でいくわけですが、その中間に公募意見の反映内容と回答の確認、それから、

文化部活動の方針（案）の修正があります。ですから、検討委員会が今日の

我々の検討を踏まえてもう一度検討して、さらに、検討委員会の検討案をも

う一度洗い直して、最終手続ですね。わかりました。 

 

 ちょっと確認なのですけども、今の上野委員がおっしゃった区民からの意

見公募の件ですが、これは前に運動部のときもやりましたよね。 

 

 運動部活動の方針のときにも行いました。 

 

 つまり、具体的には区民の代表の方というか、どういう形でやるようなこ

とになっていますか。 

 

 これは、パブリックコメントでございますので、広報を通じて、この方針

（案）を区民にお示しし、それについてご意見をいただくものでございます。 
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 現場の教師の、いわゆる顧問につくような方からのご意見とかというのは、

別に聴取しない。 

 

 それは検討委員会じゃないのですか。 

 

 今おっしゃったのは、学校側から。 

 

 校長が検討委員会の委員に入っております。それから、パブリックコメン

トの中で、教員も意見を寄せております。 

 

  

 

 意見公募の中に教員が入っていても、それはおかしくないということにな

りますよね。 

 もう一点確認なのですけども、２ページ目の正顧問が他の部活動の顧問を

担当することはないということなのですが、正顧問でなければいいわけです

ね、担当しても。逆に言うと、正顧問の方は一つのクラブしかない、担当が。 

 

 それも長時間労働の解消という狙いがございますので、そのとおりでござ

います。 

 

 そういうことでよろしいですね。 

 

 ６ページなのですが、活動時間に対しての書き方の問題なのですけど、（ａ）

です。朝活動を含め、１週間の活動時間は１１時間を基本とし、準備・片付

云々とあります。これは、最大の活動時間というのが１１時間を基本にする

という、そういうことかなと思います。もし、このままで出ていきますと、

「ああ、うちは５時間しか活動していないから、１１時間活動しないと」と

いう、そんな読み方をされてしまうと問題かなと思いまして。ここら辺はど

うお考えでしょう。 

 

 １１時間以内というふうに読み取ってもらえればと。 

  

 ですよね。それは間違いないのですけど。 
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 基本的というところでいいのじゃないの。やらなきゃいけないわけじゃな

いので。 

 

 幅があるということでしょう。１６時間を超えないと。 

 

 他になければ、第３０号議案は原案のとおり決定してよろしいでしょうか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

 それでは、このとおり決定いたします。 

 続いて、日程第３、教育関係事務報告にまいります。 

 はじめに、教育委員会後援名義の使用承認についての報告をお願いします。 

 

 教育推進課より１件の後援名義使用の報告をさせていただきます。 

 お手元の使用申請一覧をごらんください。 

 行事名、第３６回江戸川伝統工芸展、申請者は、江戸川区伝統工芸会会長、

３６回目の後援名義の申請でございます。同様に区の後援名義申請も３６回

となっております。 

 事業目的でございます。伝統工芸の保護育成と、伝統工芸作品を広く区民

の方に理解して親しんでいただくための作品の発表展示会でございます。 

 実施日時でございますが、令和元年９月１２日（木）より１７日（火）ま

で、タワーホール船堀展示ホール１におきまして、一般区民を対象に行われ

ます。経費の徴収につきましては、作品の出展料として、１点５，０００円。

ただし、入場料につきましては、無料となってございます。賞状につきまし

ては、教育委員会賞の賞状及び楯を贈呈となってございます。 

 後援の内容は、こちらに記載のとおりでございます。 

 お手元には、今回、企画書をおつけしてございます。今申し上げたとおり

の内容となっておりますが、下の段をごらんいただきたいと思います。本展

の前に資格審査を実施し、一般公募に対してある水準を保つとなってござい

ます。この工芸会は、工芸会の会員以外にも一般公募をしまして、その方々

も展示し、賞の審査対象となってございます。 

 もう一枚は、昨年度の第３５回のときのチラシの写しを参考までにお手元

にお配りさせていただきました。 

 説明は以上でございます。 
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教 育 長 

 

 

上 野 委 員 

 

 

 

 

教育推進課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

上 野 委 員 

 

 

 

教育推進課長 

 

石 井 委 員 

 

 

 

 

教育推進課長 

 

 

 

 

 

 

 ありがとうございます。ただいまの件につきまして、何かご質問、ご意見

はありますでしょうか。 

 

 別に意見というわけじゃないですが、もう３６回目になりますし、私も何

回も見ておりますけど、なかなかいい工芸展だなと思っております。今まで

の中で、何か問題点って言い過ぎですけども、何か問題点みたいなものは、

これまで生じたことあるのですか。 

 

 やはり、伝統工芸会というのは、技能をお持ちの方々が１年間準備をされ

て、作品展に臨まれるということになります。問題というよりも、年々、凝

ったものが増えてきているのはたしかです。それから、一般の方の参加を公

募しているというのは、やはり、こういった会の運営について、新たに参加

していただける方がいれば、この一般公募を通じて工芸会に加入していただ

くといった、そういった目的も合わせてもっておりますので、この会を運営

していく方、こういった活動を広げていく契機にもなっているということで

ございます。 

 

 事業の対象と範囲というので、一般区民と書いてありますね。ここに一般

公募と書いてあるのですが、一般公募の区民というのは、江戸川区民という

意味ですか。 

 

 そのとおりです。 

 

 企画書なのですけども、一般区民が伝統工芸展に出そうというときには、

事前に審査があるということですけども、８月２５日、資格審査というよう

な文言で出てますが、資格というのは、作品プラスアルファが問われている

という、そういう理解でよろしいでしょうか。 

 

 資格という言葉がどういう捉え方かというと、区民であるということがま

ず一つ。これが大きな資格です。あとは作品の内容を問うということになり

ます。趣味でおやりになっている方のどれでもということになると、かなり

の点数が集まると思いますが、やはり、工芸品をつくっている方、伝統工芸

者の作品展でございますので、その工芸会のレベルにあったものかどうかと

いうような審査が行われます。 
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石 井 委 員 

 

 

 

 

 

教育推進課長 

 

 

石 井 委 員 

 

 

 

教育推進課長 

 

 

石 井 委 員 

 

古 巻 委 員 

 

 

 

 

 

 

教育推進課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 実際、私も拝見したことがありまして、実際に江戸川区から３名の審査員

に依頼するというような形で、そのときお話ししたのは、どこかの大学、ど

こかというのはもちろん頭にあるのですけど、大学の客員准教授ぐらいの先

生ですとか、どこかの美術館の学芸員の方、そうそうたる方が審査されてい

ることに感心した覚えがございます。 

 

 審査員のお二人は、江戸川区の伝統文化財保護審議会の委員さんでした。

それと、もう一方が大学の准教授の方で、三人の方に審査をいただくという。 

 

 もう一つ。すごく細かいことなのですけど、これは去年のチラシだと思う

のですけど、タワーホール船堀の展示ホール１というのは、江戸川区総合区

民ホールという通称名で通る場所でしょうか。 

 

 実は、江戸川区総合区民ホールが正式名で、タワーホール船堀が通称名で

す。 

 

 勉強不足ですみません。 

 

 私も何度かお伺いしたことがありますが、伝統工芸、これは本区ばかりだ

けじゃなくて、全国的にも大変大事なことだと思います。工芸展とはちょっ

と観点が違うかもしれませんが、大切なことは、工芸会のほうでそういう伝

統継承ということに対してどういう意識でもって具体的に取り組んでいらっ

しゃるのか。若手を育てていらっしゃるのかとか、そういうことの工芸展は

場にもなると思うのですけども、おわかりになる範囲で教えていただきたい。 

 

 やはり、会員さんそれぞれは、なりわいとされておりますし、その技術を

継承していくということは、やはり重要なことだと思います。そういった意

味では、私ども文化財の保護という意味合いから、この技術・技能を江戸川

区の文化財の指定登録ですとか、技術的なものも指定したいということで、

保存していくことを支援させていただいております。 

もう一方で、産業振興の上では産学公ということで、例えば、技術大学の

学生に、工芸者と一緒にデザインを出していただいて、それをその技術をも

とに新たなデザインのものをつくって、これを生み出していくという取組み

も行われております。こちらは、それこそ、なりわいを広げていく活動とな

っております。ですので、我々教育委員会としては、その伝統技能・技術の
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上 野 委 員 

 

 

 

 

 

石 井 委 員 

 

 

教育推進課長 

 

 

石 井 委 員 

 

 

 

 

教育推進課長 

 

 

 

 

 

石 井 委 員 

 

教 育 長 

保存の意味での指定、それから奨励、その支援ということでありますけれど

も、一方では、産業振興ということのお手伝いもさせていただいているとい

うことになります。 

 

これは、即売会みたいなのはなかったですね。 

 

 売ってはいけないことになっていますので、お求めのご希望がある場合に

は、ご相談には乗れます。 

  

 なるほど。そういうルートはあるのですか。今、タワーホールへ行きます

と、１階の入った右側に伝統工芸品みたいなものを販売していますね。小さ

いのですけどもね。ああいうのは、やっぱりいいなと思いますね。江戸川区

は伝統的なもので、意外なものがあるのですよね。江戸切子とか、江戸川区

に結構技術者がいるようですね。 

 

 伝統工芸の展示即売ということで、非常に関連のあることを、今、区役所

でやっていますよね。 

 

 １階の多目的スペースを使って、今、年３回ほどですか、伝統工芸展の振

興会ということで、実演販売をしております。 

 

 それで思うのですけど、あそこを通るたびに、外側にはり出してあって、

エデンの何とかと書いてあるのですよね。「エデンって何かな」と思ったら、

「江戸川伝統でエデンか」というのに気がつきましたが、それをどこかに入

れ込まれたらいいかなと思うのですけど、それは関係ないですか。 

 

 実は、ご存じのとおり、この江戸川伝統工芸会の展示会と、それから、２

月には伝統工芸保存会の展示会がございます。団体が二つございます。あそ

こで実演販売をしているのは、その二つの団体の有志で、別団体の人たちが

振興会という組織をつくって行っております。それぞれの団体さん、やはり、

考え方がそれぞれございますでしょう。 

 

 わかりました。ありがとうございます。 

 

その他、よろしいでしょうか。 
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教 育 長 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

他になければ、ただいまの報告事項を了承いたします。 

続きまして、教職員の人事についての報告にまいります。 

 この報告事項は、人事に関する案件であるため、江戸川区教育委員会会議

規則第１３条に定める秘密会により審議をしたいと思いますが、この発議に

賛成の方は挙手をお願いします。 

 

〔賛成者挙手〕 

 

賛成多数と認めます。これより会議は秘密会となります。 

 傍聴の方は退出をお願いいたします。なお、秘密会終了後の再入室は可能

となっております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

〔傍聴人退室〕 

 

〔秘密会〕 

  

 以上をもちまして、令和元年第１４回教育委員会定例会を終了します。 

  

 

閉会時刻 午後２時１９分 

 


